
議案第３７号 

 

６月定時登録に係る選挙人名簿登録者総数の５０分の１、６分の１

及び３分の１の数について 

 

６月定時登録に係る選挙人名簿登録者総数の５０分の１、６分の１及び３分の

１の数は次のとおりである。 

 

令和８年６月１日提出 

 

清須市選挙管理委員会　　　　　　　 

委員長　増　田　温　美　　　　　 

 

１　選挙人名簿登録者数の５０分の１　　　１，１１２人 

２　選挙人名簿登録者数の６分の１　　　　９，２６４人 

３　選挙人名簿登録者数の３分の１　　　１８，５２８人 

 

 

 

 

 

 

 

【提案理由】 

６月定時登録に係る選挙人名簿の登録に伴い、有権者署名による請求権行使の

必要数を定めておくものです。 

 

 

 

 



１　選挙人名簿登録者数の５０分の１ 

　⑴　条例の制定又は改廃請求（地方自治法第７４条第１項） 

　⑵　事務の監査請求（地方自治法第７５条第１項） 

⑶　合併協議会設置の請求（市町村の合併の特例に関する法律第４条第１項及

び第５条第１５項） 

 

２　選挙人名簿登録者数の６分の１ 

　⑴　合併協議会設置協議の投票の請求（市町村の合併の特例に関する法律第４

条第１１項及び第５条第１５項） 

 

３　選挙人名簿登録者数の３分の１　 

⑴　議会の解散請求（地方自治法第７６条第１項） 

⑵　議員の解職請求（地方自治法第８０条第１項） 

⑶　長の解職請求（地方自治法第８１条第１項） 

⑷　主要公務員の解職要求（地方自治法第８６条第１項） 

（副市長、選挙管理委員会の委員、監査委員） 

⑸　教育委員の解職請求（地方教育行政の組織及び運営に関する法律第８条第

１項） 

 

 


